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令和６年度龍ケ崎市監査計画について（通知） 

 

令和６年度の監査計画について、別添のとおり決定したので通知します。 

公正で、より効率的かつ効果的な行財政運営につながるよう努めてまいりますので、

ご理解ご協力をお願いいたします。 

監査等の実施に関する連絡事項その他については、別途、監査委員事務局長から部課

等の長宛てに通知して対応してまいりますのでご承知おきください。 

なお、本計画登載外の監査等を実施する場合や、監査等の対象に追加又は変更がある

場合は、必要に応じて本計画を改定のうえ、改めて通知します。 
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令和６年３月２５日 

監 査 委 員 決 定 

令和６年度龍ケ崎市監査計画 

 

龍ケ崎市監査基準（令和２年監査委員告示第７号。以下「監査基準」といいます。）第８

条第１項の規定に基づく令和６年度の監査、検査及び審査（以下「監査等」といいます。）

の実施方針及び監査等の計画は、次のとおりとします。 

 

１ 監査等の実施方針 

 

監査等の実施においては、市民の目線に立った市民のための監査等を目指すことを基

本的な考え方とし、適正な予算執行の確保、効率的な行財政運営の確保等の視点に基づ

いて公正かつ効率的に行うものとします。 

監査等は、監査基準に準拠して実施します。監査等の実施に当たっては、合規性、正

確性の観点はもとより、経済性、効率性及び有効性の観点を重視し、公正で、より効率

的かつ効果的な行財政運営につながる指摘、意見等を行うよう努めます。 

 

２ 監査等の計画 

 

⑴ 財務監査（地方自治法第 199 条第 1 項） 

市の執行機関における財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令

に適合し、正確で、経済的、効率的かつ効果的に行われており、その組織及び運営の

合理化に努めているか監査します。 

財務監査は、期日を定めて実施する定期監査（地方自治法第 199 条第 4 項）、及び

必要があると認めるときに実施する随時監査（地方自治法第 199条第 5項）とします。 

 

（ア）定期監査（地方自治法第 199 条第 4 項） 

① 監査対象 

「５ 監査等の実施予定 ⑴ 定期監査」に掲げる課等の財務事務等とします。 

② 実施方法 

監査の計画に当たっては、監査対象のリスクを識別し、そのリスク内容及び程度、

過去の監査結果及び措置状況等を総合的に勘案し、重点項目を設定します。 

監査の実施に当たっては、事前に監査資料の提出を受け、監査委員事務局の書記

が予備的な監査（以下「予備監査」といいます。）を行い、その結果に基づき作成さ

れた「予備監査調書」を踏まえ、監査委員が監査を実施します（以下、監査委員が

実施する監査を「本監査」といいます。）。 

予備監査及び本監査は、原則として書面及び関係職員等からのヒアリングとし、

必要に応じ、実地又は現物等の実査を行います。 

③ 実施体制 

原則として、予備監査は監査委員事務局の書記により実施し、本監査は監査委員

により実施します。 

④ 実施時期 

令和６年９月～令和７年３月 
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（イ）随時監査（地方自治法第 199 条第 5 項） 

① 監査対象、実施体制及び実施時期 

法令の規定及び監査基準を踏まえ、その都度定めます。 

② 実施方法 

不適正事案の未然防止の観点から、事前通告を行わない抜き打ちの手法を用いて

実施するほか、不適正事案が発生した場合は、必要に応じ、再発防止の観点から実

施します。 

 

⑵ 行政監査（地方自治法第 199 条第 2 項） 

市の執行機関における事務の執行が法令に適合し、正確で、経済的、効率的かつ効

果的に行われており、その組織及び運営の合理化に努めているか監査します。 

行政監査は、定期監査と併せて実施するほか、必要があると認めるときは随時に実

施します。 

① 監査対象、実施方法、実施体制及び実施時期 

ア 定期監査と併せて実施する場合は、定期監査に準ずるものとします。 

イ 随時に実施する場合は、法令の規定及び監査基準を踏まえ、その都度定めます。 

 

⑶ 財政援助団体等監査（地方自治法第 199 条第 7 項） 

市が補助金、交付金、負担金等の財政的援助を与えている団体、出資している団体、

及び公の施設の管理を行わせている団体の、当該財政的援助等に係る出納その他の事

務の執行が、当該財政的援助等の目的に沿って行われているか監査します。 

① 監査対象団体 

市が財政的援助を与えている団体等（出資団体、出捐団体、補助金等交付団体及

び指定管理者）の中から一定の基準に従い選定します。 

② 実施方法及び実施体制 

定期監査に準ずるものとします。 

③ 実施時期 

別に定めます。 

 

⑷ 例月出納検査（地方自治法第 235 条の 2 第 1 項） 

会計管理者等（公営企業会計（下水道事業会計）の場合は、企業出納員を含みます。

以下同様とします。）の現金の出納事務が正確に行われているか検査します。 

① 検査対象 

一般会計、特別会計、公営企業会計（下水道事業会計）、馴馬財産区特別会計及び

基金に属する現金及び歳入歳出外現金の出納とします。 

② 実施方法 

事前に検査資料の提出を受け、監査委員事務局の書記が予備的な検査（以下「予

備検査」といいます。）を行い、その結果に基づき作成された「予備検査調書」を踏

まえ、監査委員が検査を実施します（以下、監査委員が実施する検査を「本検査」

といいます。）。 

予備検査及び本検査は、原則として書面及び関係職員等からのヒアリングとし、

必要に応じ、現物等の実査を行います。 
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③ 実施体制 

原則として、予備検査は監査委員事務局の書記により実施し、本検査は監査委員

により実施します。 

④ 実施時期 

毎月例日を定めて実施します。 

 

⑸ 決算審査（地方自治法第 233 条第 2 項、地方公営企業法第 30 条第 2 項） 

市長から提出された決算その他関係書類が法令に適合し、かつ正確であるか審査し

ます。 

① 審査対象会計 

一般会計、特別会計、公営企業会計（下水道事業会計）及び馴馬財産区特別会計 

② 実施方法及び実施体制 

事前に審査資料の提出を受け、監査委員事務局の書記が予備的な審査（以下「予

備審査」といいます。）を行い、その結果に基づき作成された「予備審査調書」を踏

まえ、監査委員が審査を実施します（以下、監査委員が実施する審査を「本審査」

といいます。）。 

③ 実施時期 

令和６年６月～令和６年８月 

 

⑹ 基金運用状況審査（地方自治法第 241 条第 5 項） 

定額の資金を運用するための基金の運用状況を示す書類の計数が正確であり、基金

の運用が確実かつ効率的に行われているか審査します。 

なお、土地開発基金以外の基金については、決算審査として同時に審査します。 

① 審査対象基金 

土地開発基金 

② 実施方法及び実施体制 

決算審査に準ずるものとします。 

③ 実施時期 

令和６年６月～令和６年８月 

 

⑺ 健全化判断比率等審査（地方公共団体の財政の健全化に関する法律第 3 条第 1 項 

第 22 条第 1 項） 

健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した

書類が法令に適合し、かつ、正確であるか審査します。 

① 実施方法及び実施体制 

決算審査に準ずるものとします。 

② 実施時期 

令和６年６月～令和６年８月 

 

⑻ その他の監査等 

① 監査等対象及び実施時期 

その必要性を認めるとき、又は請求等を認めるときに、適時実施します。 

② 実施方法及び実施体制 

法令の規定及び監査基準を踏まえ、その都度定めます。 
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３ 監査の結果の提出及び公表 

 

監査の結果については、議会及び市長等の執行機関へ提出するとともに、市掲示板及

び市公式ホームページで公表します。 

 

４ 監査の結果の実効性の確保 

 

⑴ 指摘事項等の通知及び公表 

監査の結果、次の指摘事項等の基準に該当すると認める事項（以下「指摘事項等」

といいます。）については、当該執行機関に対し、改善のために必要な措置を講ずべき

旨を通知するとともに、市掲示板及び市公式ホームページで公表します。 

（指摘事項等の基準） 

区分 判断の基準 処理 

指摘事項 次のいずれかに該当し、その程度が著しい

もの、又はその他特に指摘すべき重大な事項

であると認められる場合。 

ア 法令等に違反している事項 

イ 不正な行為がなされた事項 

ウ 収入確保に適切な措置を要する事項 

エ 予算を目的外に支出している事項 

オ 著しく不経済な支出又は著しい損害を生

じている事項 

カ 既に注意事項としたもので是正又は改善

がされていない事項 

関係の部課等の長に

対し、文書で指摘し、か

つ、報告及び公表する。

ただし、内容によって

は、機関名を特定せず

に報告及び公表する場

合がある。 

注意事項 指摘事項に掲げる事項に該当するが、その

程度が軽微なもの、既に指導したもので是正

されていない事項及びその他特に注意すべき

事項であると認められる場合。 

 

関係の部課等の長に

対し、文書で注意し、か

つ、報告及び公表する。

ただし、内容によって

は、機関名を特定せず

に報告及び公表する場

合がある。 

意見 組織及び運営の合理化や事務事業の適正化

など多様な観点から必要があると認める場

合。  

関係の部課等の長に

対し、文書で意見を提

出し、かつ、報告及び公

表する。 

（注）注意事項又は意見に該当する事項で、その程度が軽微なものについては、監査

委員事務局長による指導事項とする。 

 

⑵ 監査の結果のフォローアップ 

執行機関から指摘事項等についての措置状況の報告を求めるとともに、その内容を

市掲示板及び市公式ホームページで公表します。 

また、次年度以降の監査等において、指摘事項等についての措置状況の検証を行い

ます。 
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⑶ 情報の共有 

不適正事案の発生防止に資するため、指摘事項等及び措置状況の事例について、庁

内で情報共有に努めます。 

 

５ 監査等の実施予定 

 

本監査、本検査及び本審査の実施予定については、次のとおりとします。 

なお、日程の詳細及び監査等の留意事項その他については、監査委員事務局長から

別途通知するところによります。 

 

⑴ 定期監査 

執行日 対 象 

  ９月２５日（水） 保険年金課、医療対策課、健康増進課 

１０月２５日（金） こども家庭課、福祉総務課、障がい福祉課 

１１月２５日（月） 生活環境課、都市計画課、道路公園課 

１２月２５日（水） 地域づくり推進課、市民窓口課、 

  １月２８日（火） 介護保険課、会計課 

  ２月２５日（火） 保護課、監査委員事務局 

  ３月２５日（火） 教育センター、教育総務課 

 

⑵ 行政監査 

執行日 対 象 

未定（別途通知） 監査委員が必要と認めたもの 

 

⑶ 財政援助団体等監査 

執行日 対 象 

未定（別途通知） 監査委員が必要と認めたもの 

 

⑷ 例月出納検査 

執行日 対象月 対 象 

 ４月２６日（金）  ３月分 

一般会計、特別会計 

公営企業会計（下水道事業会計） 

馴馬財産区特別会計 

 ５月２７日（月）  ４月分 

 ６月２５日（火）  ５月分 

 ７月３１日（水）  ６月分 

 ８月１６日（金）  ７月分 

 ９月２５日（水）  ８月分 

１０月２５日（金）  ９月分 

１１月２５日（月） １０月分 

１２月２５日（水） １１月分 

 １月２８日（火） １２月分 

 ２月２５日（火）  １月分 

 ３月２５日（火）  ２月分 

（注）３月分は令和５年度、４・５月分は令和５・６年度、６月分以降は令和６年度である。 
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⑸ 決算審査 

執行日 対 象 

７月１８日（木） 総合政策部、議会事務局、総務部、馴馬財産区 

７月２３日（火） 福祉部、健康スポーツ部 

７月２５日（木） 市民経済部、農業委員会事務局、都市整備部 

７月２９日（月） 教育委員会、会計課、監査委員事務局 

７月３１日（水） 予備日 

（注）選挙管理委員会及び固定資産評価審査委員会は、総務部に含める。 

 

⑹ 基金運用状況審査 

執行日 対 象 

 ７月２９日（月） 土地開発基金 

（注）土地開発基金以外の基金の審査も行う。 

 

⑺ 健全化判断比率等審査 

執行日 対 象 

 ７月２９日（月） 
健全化判断比率 

資金不足比率 

 

⑻ その他の監査等 

執行日 対 象 

 未定（別途通知） 請求又は要求等があったときに決定 

 

６ 本監査等の実施場所 

 

本監査、本検査及び本審査は、原則として本庁舎５階第３委員会室で実施します。 

また、必要に応じ、実地又は現物等の実査を行います。 

 


